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医療法人コスモス コスモス松川デイサービスセンター 

通所介護・総合事業対象者・介護保険外契約書 

       様（以下、「利用者」といいます）とデイサービスセンター「コスモス松川

デイサービスセンター」（以下、「事業者」といいます）は、事業者が利用者に対して行う通

所介護サービスについて、次のとおり契約します。 

 

（契約の目的） 

第１条 事業者は、利用者に対し、通所介護・総合事業対象者・介護保険外サービス（以下、

通所介護・総合事業対象者・保険外対象者）を提供し、利用者は事業者に対し、そ

のサービスに対する料金を支払います。 

 

（契約期間） 

第２条 この契約の契約期間は、２０  年  月  日から利用者の要介護認定又は、要

支援認定の有効期間満了日までとします。 

２ 契約満了日の５日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出

がない場合、契約は自動更新されるものとします。 

３ 総合事業対象者で要介護・要支援に認定されても自動更新されるものとします。 

 

（通所介護・総合事業計画） 

第３条 事業者は、利用者の全般の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿っ

て「通所介護計画」「総合事業対象者計画書」を作成します。事業者はこの「通所介護計

画」「総合事業対象者計画書」の内容を利用者及びその家族に説明し、同意を得て交付し

ます。 

 

（通所介護・総合事業の提供場所・内容） 

第４条 通所介護・総合事業対象者の提供場所及び、所在地・設備の概要は【重要事項説明

書】のとおりです。 

２ 利用者が利用できるサービスの種類は【重要事項説明書】のとおりです。 

３ 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができま

す。契約の目的に反するなど変更を拒む正当な理由がない限り、速やかにサービス内容を

変更します。 

 

（サービス提供の記録） 

第５条 事業者は、通所介護・総合事業対象者のサービス提供に関する記録を作成し、契約

終了後３年間（事故、苦情に関しては５年間）保存します。 

２ 利用者は、事業者の営業時間内に、その事業所にて当該利用者に関する第１項の記録を

閲覧できます。 
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３ 利用者は、事業者の営業時間内に、その事務所にて当該利用者に関する第１項の記録の

複写物の交付を実費負担にて受けることができます。 

 

（料 金） 

第６条 利用者は、サービスの対価として【重要事項説明書】の記載に従い計算された合計

額を事業所に対し支払います。 

２ 利用料の請求や支払い方法は【重要事項説明書】の通りです。 

３ 契約期間中に関係法令でサービス対価変更があった場合は、改訂後の利用単価ごと料

金計算となります。また経済状況等によりやむを得ずその料金を変更する場合は新たな

料金表を提示します。 

 

（料金の変更） 

第７条 事業者は、利用者に対して、１ヶ月前までに文章で通知することにより利用料およ

び食費等の単価の変更（増額又は減額）を申し入れることができます。 

２ 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【重要事項説明書】を作成し、

お互いに取り交わします。 

３ 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し文章で通知することにより契約

を解除することができます。 

 

（サービスの中止） 

第８条 利用者は、事業者に対して、サービス提供日の午前８時までに通知をすることによ

り、サービス利用を中止することができます。 

２ 事業者は、利用者の体調不良等の理由により、通所介護・総合事業対象者の実施が困難

と判断した場合、サービスを中止することができます。 

 

（契約の終了） 

第９条 利用者は、事業者に対して７日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、

この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない

事情がある場合は、予告期間が７日間以内の通知でもこの契約を解約することができま

す。 

２ 利用者は次の事由に該当した場合、前項の規定にかかわらず、予告期間を設けることな

くただちに契約を解除できます。 

 一 事業者が正当な理由なくサービスを提供しなかった場合 

 二 事業者が守秘義務に反した場合 

 三 事業者が利用者やその家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

 四 事業者が破産した場合 

３ 事業者は次の事由に該当した場合、利用者に対して３０日間の予告期間をおいて文書

で通知することによりこの契約を解約することができます。 
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一 利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由がなく３ヶ月以上遅延し、料金を

支払うよう催告したにもかかわらず１ヶ月以内に支払われない場合 

二 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、又は利用者の

入院もしくは病気等により、３ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状況であ

ることが明らかになった場合 

三 利用者又はその家族が、事業者や職員または他の利用者に対して、この契約を継続し

難いほどの背信行為を行った場合 

四 やむを得ない事情により施設を閉鎖または縮小する場合 

３ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

一 利用者の要介護認定区分が非該当（自立）と認定された場合 

 二 利用者が介護保険施設等に入所した場合 

三 利用者が死亡若しくは被保険者資格を喪失した場合 

 

（サービスの実施不能） 

第１０条 事業者は、感染症・地震・噴火等の天災その他事業所の責めに帰すべからざる事

由によりサービスの実施ができなくなった場合には、利用者に対してサービスを提供す

べき義務を負いません。 

２ 前項の場合に、事業者は利用者に対して、既に実施したサービスについては所定のサー

ビス利用料金の支払いを請求できるものとします。 

 

（秘密保持） 

第１１条 当施設とその職員は、業務上知り得た利用者又は扶養者若しくはその家族等に

関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様

です。但し、次の各号についての情報提供については、利用者及び扶養者から、予め同意

を得ておきます。 

一 介護保険サービスの利用のための市町村、居宅介護支援事業者その他の介護保険事

業者等への情報提供、適切な在宅療法のための医療機関・歯科医・薬剤師への療養状況

の提供 

二 介護保険サービスの質の向上のために学会、研究会等での事例研究発表等。なお、こ

の場合でも、利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します 

三 感染症に関わる報告が保健所及び家族からあった場合は居宅介護支援事業所担当者

へサービス調整等の為に情報の報告 

 四 事業所が休業等になった場合、他の事業所へ情報の提供 

 

（賠償責任） 

第１２条 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利

用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

ただし、事業者の責めに帰すべきでない場合は、この限りではありません。 
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２ 利用者の故意または趣向により施設・備品等に破損を生じた場合は、その補修実費を

利用者に負担していただく場合があります。 

 

（緊急時の対応） 

第１３条 事業者は、現にサービス提供を行っている利用者の健康状態が急変した場合、そ

の他必要な場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡するととも

に、【重要事項説明書】に記載された対応等必要な処置を行います。 

 

（相談・苦情対応） 

第１４条 利用者または利用者の家族は、提供されたサービスに相談、苦情がある場合は

【重要事項説明書】に記載された事業所の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも相談、

苦情を申し立てることができます。 

２ 事業所は利用者からの苦情の申し立てがあった場合は、迅速かつ誠実に対応します。

また、事業所は利用者が苦情を申し立てたことを理由としていかなる不利益な扱いも

致しません。 

 

（本契約に定めのない事項） 

第１５条 利用者および事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。 

２ この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところ

に従い、双方が誠意を以って協議のうえ定めます。 

 

（裁判管轄） 

第１６条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の

住所地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすることを予め合意します。 
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通所介護・事業対象者・介護保険外重要事項説明書 

１、施設の概要 

（１） 事業所の名称及び所在地 

事業所名称  コスモス松川デイサービスセンター 

事業所番号  ２０７２５００８６７ 

設置主体 医療法人 コスモス 

代表者 清水 健 

センター長 西岡 将宏 

所在地 松川町元大島１６５５ 

電話番号 ０２６５（３６）７０１７ 

F A X ０２６５（３６）７０１９ 

  

（２） 職員体制 

管理者 １名 事業所の管理運営（小規模多機能兼務） 

生活相談員 1名以上 利用者との相談業務 

看護職員 1名以上 利用者の看護 

機能訓練指導員 １名以上 利用者の機能訓練（看護職員兼務１名） 

介護職員 4名以上 利用者の介護 

厨房職員 １名以上 利用者の食事作り 

 

（３） 設備概要 

通所定員 ３０名 

通所者用デイルーム  １室 

浴室 １室 

脱衣室 １室 

静養室 １室 

  

２、営業日及び営業時間 

営業日 日曜日から土曜日までの７日間 

１２月３１日～１月３日を除く。 

営業時間 午前８時００分から午後５時００分まで 

上記、時間外は留守番電話での対応となっております。 
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３、サービス内容 

送迎 
ご自宅から施設までの送迎を行います。 

送迎サービスの利用は任意です。 

健康チェック 血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。 

食事 

利用者の状況に応じた適切な食事の提供及び食事介助を行い

ます。また、食事の自立についても適切な援助を行います。 

食事のサービス利用は任意です。 

入浴 

入浴又は清拭を行います。歩いての入浴が困難な方はリフト

を用いての入浴も可能です。 

入浴サービスの利用は任意です。 

排泄 
利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の

自立についても適切な援助をします。 

生活相談及び 

  援助 

利用者の生活面での援助・指導を行います。 

利用者とその家族からのご相談に応じます。 

レクリエーション 内部レクリエーションを実施します。 

機能訓練 

機能訓練指導員により利用者の状況に適した機能訓練を行

い、身体機能の低下を防止するように努めます。 

外出に伴う機能訓練も実施します。 

基本時間外 

施設利用 

通常提供する通所介護サービスの所要時間を超えて施設利用

が可能です。９時間から最大１４時間、早朝利用が可能です。 

 

４、サービスの特徴 

（１）概要 

利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう立案され

た居宅介護サービス計画書に基づき、当施設をご利用いただき利用者の心身機

能の維持向上を図るために、適切な介護を日帰りで提供いたします。 

サービス開始にあたり、通所介護計画、総合事業対象者計画書を作成し、同意を

いただきサービスを提供いたします。 

 

 （２）サービスご利用に当たっての留意事項 

・送迎時には、原則としてご家族の方にお見送り、お迎えをしていただきます。

特に、初回利用日はご家族の方のお見送りをお願いいたします。 

・キャンセルについては、分かった時点で早めにお知らせ下さい。遅くとも当日

の朝８時００分までにお知らせ下さい。また、お休みされた場合は別の曜日に

振替えることも可能です。 

・来所前に体温を測り、発熱や風邪症状がある場合は利用を控え、医療機関に電

話し対応をご相談ください。 
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５、通常の事業の実施地域 

  松川町周辺地域（松川町、高森町、豊丘村、中川村、飯島町） 

 

６、緊急時の対応 

・命に関わる場合、１１９番に電話し救急隊員の指示を仰ぎながら、必要な処置を

講ずると共に、速やかに家族に連絡、救急搬送をいたします。かかりつけ医が緊

急対応を行えない場合は協力病院に搬送となります。 

・怪我等があった場合についても、上記に準じた対応を行います。 

・風邪等により利用中に体調を崩された場合、看護師の判断に基づき、ご家族に連

絡し、お迎えに来て頂くか、ご自宅にお送りいたします。 

・協力病院、協力歯科については以下の通りです。 

・デイサービス利用中に、急変または心肺停止の状態となった場合、緊急時の連絡先

に連絡しご家族の判断に従います。緊急時連絡先及び対応につきましては、変更が

あった時及び年に１回は提出をお願い致します。 

 

７、非常災害対策 

 ・事業所の災害対策に関する担当者(防火管理者)を配置し、非常災害に関する取り組みを

行います。 

災害対策に関する担当者（防火管理者）：管理者 西岡将宏 

・非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整

備し、それらを定期的に職員に周知します。 

・定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

 

８、事業継続に向けた取り組みについて 

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的

に実施するため、および非常時の体制で早期の業務再開を図るために業務継続計画

（BCP）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

・従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

・定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま 

 す。 

 

９、苦情対応 

 ・相談、苦情に関する常設の窓口として、生活相談員を相談担当者としています。ま

た、担当者が不在の場合でも事業所の誰もが対応可能なように苦情対応記録を整備

し担当者に引き継ぐ体制を敷いています。 

協力医療機関 下伊那赤十字病院  松川町元大島３１５９－１ 

協力歯科医 ＪＡみなみ信州歯科診療所 飯田市北方３８５２－２２ 
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・相談、苦情があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため、必要に応じ訪問

を実施し状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立場を考慮しながら事実関

係の特定を慎重に行います。相談担当者は、把握した状況について管理者とともに

検討を行い、当面及び今後の対応を決定します。対応内容に基づき、必要に応じて

関係者への連絡調整を行い、苦情申し出者に対して結果報告を行います。 
 

相談窓口 管理者 西岡将宏 

生活相談員 西村由美子、近藤明美 

電話番号 ０２６５－３６－７０１７ 

松川町の相談窓口 松川町役場保健福祉課高齢者係 

電話番号 ０２６５－３６－３１１１ 

各市町村の相談窓口 各市町村の介護保険係 

国民健康保険団体連合会 介護保険課 

電話番号 ０２６－２３８－１５８０ 

 

１０、ハラスメント 

・当事業所では、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境

が築けるようにハラスメントの防止に向け取り組みを行います 

・事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当

な範囲を超える下記の行為は許容しません 

当施設職員または、ご利用者およびその家族等を対象に 

（１） 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

（２） 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

（３） 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

・職員に対しハラスメントの基本的な考え方について研修などを実施します 

・ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境

改善に対する必要な措置や利用契約の解除等の措置を講じます 

 

１１、高齢者虐待防止 

・当事業所では、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のために責任者を設置し、必

要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を通じ、職員の人権意識の向上や

知識・技術の向上に努めます 

・事業所は利用者が成年後見制度を利用できるように支援します。 

・職員または擁護者等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や

かに市町村に通報します 

・虐待防止に関する責任者：相談員 西村由美子、近藤明美 

 

 



10 

１２、身体拘束 

・事業者は原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等の

おそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこ

とが考えられるときは、利用者および家族等に対してその理由を説明し同意を得た

上で、下記のことに留意し必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、

身体拘束を行った日時、理由および実施状況について記録を行い、廃止に向けた対

策等を検討し身体拘束をなくしていくための取り組みを行います。 

（１）切迫性―利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされ

る可能性が著しく高いこと。 

（２）非代替性―身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がな

いこと。 

（３）一時性―身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 

 

１２、感染症対策 

・当事業所において感染症の発生、またはまん延しないよう、職員の清潔の保持およ

び健康状態について必要な管理を行い、施設の設備、備品等についても衛生的な管

理に努めます。 

・必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに常に密接な連携に努めます。 

・職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施し

ます。 

 

１０、利用料（１）通所介護 

①基本料金・・要介護認定による要介護の程度および利用時間によって、利用料が異

なります。以下は 1日あたりの自己負担分です。 

所要時間 要介護度 

通所介護費 

基本利用料 
利用者負担金 

１割 ２割 ３割 

2時間以上 

 3時間未満 

要介護１ ２，７１０円 ２７１円 ５４２円 ８１３円 

要介護２ ３，１００円 ３１０円 ６２０円 ９３０円 

要介護３ ３，５１０円 ３５１円 ７０２円 １，０５３円 

要介護４ ３，９２０円 ３９２円 ７８４円 １，１７６円 

要介護５ ４，３１０円 ４３１円 ８６２円 １，２９３円 

３時間以上 

４時間未満 

要介護１ ３，７００円 ３７０円 ７４０円 １，１１０円 

要介護２ ４，２３０円 ４２３円 ８４６円 １，２６９円 

要介護３ ４，７９０円 ４７９円 ９５８円 １，４３７円 

要介護４ ５，３３０円 ５３３円 １，０６６円 １，５９９円 

要介護５ ５，８８０円 ５８８円 １，１７６円 １，７６４円 
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４時間以上 

５時間未満 

要介護１ ３，８８０円 ３８８円 ７７６円 １，１６４円 

要介護２ ４，４４０円 ４４４円 ８８８円 １，３３２円 

要介護３ ５，０２０円 ５０２円 １，００４円 １，５０６円 

要介護４ ５，６００円 ５６０円 １，１２０円 １，６８０円 

要介護５ ６，１７０円 ６１７円 １，２３４円 １，８５１円 

５時間以上 

６時間未満 

要介護１ ５，７００円 ５７０円 １，１４０円 １，７１０円 

要介護２ ６，７３０円 ６７３円 １，３４６円 ２，０１９円 

要介護３ ７，７７０円 ７７７円 １，５５４円 ２，３３１円 

要介護４ ８，８８０円 ８８０円 １，７６０円 ２，６４０円 

要介護５ ９，８４０円 ９８４円 １，９６８円 ２，９５２円 

 

６時間以上 

７時間未満 

要介護１ ５，８４０円 ５８４円 １，１６８円 １，７５２円 

要介護２ ６，８９０円 ６８９円 １，３７８円 ２，０６７円 

要介護３ ７，９６０円 ７９６円 １，５９２円 ２，３８８円 

 要介護４ ９，０１０円 ９０１円 １，８０２円 ２，７０３円 

要介護５ １０，０８０円 １，００８円 ２，０１６円 ３，０２４円 

７時間以上 

８時間未満 

要介護１ ６，５８０円 ６５８円 １，３１６円 １，９７４円 

要介護２ ７，７７０円 ７７７円 １，５５４円 ２，３３１円 

要介護３ ９，０００円 ９００円 １，８００円 ２，７００円 

要介護４ １０，２３０円 １，０２３円 ２，０４６円 ３，０６９円 

要介護５ １１，４８０円 １，１４８円 ２，２９６円 ３，４４４円 

８時間以上 

９時間未満 

要介護１ ６，６９０円 ６６９円 １，３３８円 ２，００７円 

要介護２ ７，９１０円 ７９１円 １，５８２円 ２，３７３円 

要介護３ ９，１５０円 ９１５円 １，８３０円 ２，７４５円 

要介護４ １０，４１０円 １，０４１円 ２，０８２円 ３，１２３円 

要介護５ １１，６８０円 １，１６８円 ２，３３６円 ３，５０４円 

 

②加算料金  

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 

加算額 

基本利用料 
利用者負担金 

１割 ２割 ３割 

延長加算 所要時間が９時間以上 

１０時間未満の場合 

５００円 ５０円 １００円 １５０円 

 所要時間が１０時間以

上１１時間未満の場合 

１，０００円 １００円 ２００円 ３００円 
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延長加算 所要時間が１１時間以

上１２時間未満の場合 

１，５００円 １５０円 ３００円 ４５０円 

所要時間が１２時間以

上１３時間未満の場合 

２，０００円 ２００円 ４００円 ６００円 

所要時間が１３時間以

上１４時間未満の場合 

２，５００円 ２５０円 ５００円 ７５０円 

科学的介護推

進体制加算（月

額） 

厚生労働省へ認知症・

ADL 等のデータを送

付し情報の共有し、必

要に応じてサービス

計画等を見直しに活

用する場合 

４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

送迎時におけ

る居宅内介助

等 

送迎時に電気の消灯・

点灯、着替え、ベッド

への移乗、窓の施錠等

を行った場合 

居宅内介助等を行う

時間を所要時間に含

める 

往復３０分以内、単独

での送迎時のみ算定 

    

個別機能訓練

加算Ⅰ（イ） 

機能訓練指導員が計

画を作成し、その計画

に基づき個別又は少

人数でのリハビリを

行った場合 

５６０円 ５６円 １１２円 １６８円 

口腔機能向上

加算Ⅰ 

看護師等が口腔機能

改善に向けた計画お

よび計画に基づくサ

ービスを実施し、その

記録及び評価を行っ

ている場合 

原則３ヶ月以内、月２

回を限度に算定 

１５００円 １５０円 ３００円 ４５０円 
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感染症又は災

害の発生を理

由とする利用

者数の減少が

一定以上生じ

ている場合の

加算 

感染症又は災害の発

生を理由とする利用

者数の減少が生じ、当

概月の前年度におけ

る月平均の利用者数

よりも５%減少してい

る場合 

但し、利用者数が減少

した翌々月から３カ

月限り算定可能。 

所定単位数の

３%加算 

   

入浴介助加算

(Ⅰ) 

デイサービスにて入

浴した場合（清拭等を

除く） 

年に 1回以上、入浴介

助、自立支援に向けた

研修を行った場合 

４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

サービス提供

体制強化加算

(Ⅱ) 

当該加算の体制、人材

要件を満たす場合。介

護福祉士の割合５０%

以上 

１８０円 １８円 ３６円 ５４円 

若年性認知症

受入加算 

若年性認知症利用者

へサービス提供した

場合 

６００円 ６０円 １２０円 １８０円 

送迎を行わな

い場合（片道） 

送迎を実施していな

い場合（利用者自ら通

う場合、家族が送迎を

行う場合等） 

△４７０円 △４７円 △９４円 △１４１円 

介護職員処遇

改善加算Ⅰ 

令和６年５月

３１日まで 

 

当該加算の算定要件

を満たす場合 

１月の利用料

金の５．９％ 

左記額の

１割 

左記額の

２割 

左記額の

３割 
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介護職員等特

定処遇改善加

算Ⅰ 

令和６年５月

３１日まで 

当該加算の算定要件

を満たす場合 

１月の利用料

金の１．２％ 

左記額の

１割 

左記額の

２割 

左記額の

３割 

介護職員等ベ

ースアップ等

支援加算 

令和６年５月

３１日まで 

当該加算の算定要件

を満たす場合 

１月の利用料

金の１．１% 

左記額の

１割 

左記額の

２割 

左記額の

３割 

 

令和 6 年 6 月 1 日より、上記の介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等特定処遇改善加

算Ⅰ、介護職員等ベースアップ等支援加算について、下記の介護職員等処遇改善加算Ⅰ

に一本化する 

介護職員等処

遇改善加算Ⅰ 

当該加算の算定要件

を満たす場合 

１月の利用料

金の９．２% 

左記額の

１割 

左記額の

２割 

左記額の

３割 

 

（２）総合事業（要支援１・２又は要支援１・２相当） 

①基本料金 

保険者、要介護認定による要介護の程度によって、利用料が異なります。 

ア １回につき（松川町・高森町） 

介護度 基本利用料 
利用者負担金 

１割 ２割 ３割 

要支援１ ４，３６０円 ４３６円 ８７２円 １，３０８円 

要支援２ ４，４７０円 ４４７円 ８９４円 １，３４１円 

 

イ １月につき（高森町） 

介護度 基本利用料 
利用者負担金 

１割 ２割 ３割 

要支援１ １７，９８０円 １，７９８円 ３，５９６円 ５，３９４円 

要支援２ ３６，２１０円 ３，６２１円 ７，２４２円 １０，８６３円 

◆松川町―要支援１の方は月４回まで、要支援２の方は月８回までアの料金（この回

数を超えての利用はできません） 

◆高森町―要支援１の方は月４回まで、要支援２の方は月８回までアの料金、この回

数を超える場合はイの料金 
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②加算料金 

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。以下は 

1月あたりの自己負担分です。 

加算の種類 加算の要件（概要） 

加算額 

基本利用料 
利用者負担金 

１割 ２割 ３割 

若年性認知症 

利用者受入加

算 

若年性認知症利用者

へサービス提供した

場合 

２，４００円 ２４０円 ４８０円 ７２０円 

生活機能向上

グループ活動

加算 

自立した日常生活を

営むための共通の課

題を有する利用者に

対し、グループで生活

機能の向上を目的と

した活動を行った場

合 

１，０００円 １００円 ２００円 ３００円 

科学的介護推

進体制加算（月

額） 

厚生労働省へ認知症・

ADL 等のデータを送

付し情報の共有をし、

必要に応じてサービ

ス計画等の見直し活

用する場合 

４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

口腔機能向上

加算 

看護師等が口腔機能

改善に向けた計画お

よび計画に基づくサ

ービスを実施し、その

記録及び評価を行っ

ている場合 

原則３ヶ月以内、月２

回を限度に算定 

１，５００円 １５０円 ３００円 ４５０円 

送迎を行わな

い場合（片道４

７円・往復９４

円） 

送迎を実施

していない

場合（利用

者自ら通う

場合、家族

が送迎を行

う場合等） 

片道 △４７０円 △４７円 △９４円 △１４１円 

往復 △９４０円 △９４円 △１８８円 △２８２円 
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令和 6 年 6 月 1 日より、上記の介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等特定処遇改善加

算Ⅰ、介護職員等ベースアップ等支援加算を下記の介護職員等処遇改善加算Ⅰに一本化

する 

介護職員等処

遇改善加算Ⅰ 

当該加算の算定要件

を満たす場合 

１月の利用料

金の９．２% 

左記額の

１割 

左記額の

２割 

左記額の

３割 

 

※送迎について 

・自宅以外の普段行かれる場所（馴染みのあるご家族の家等が対象となり、その都度確

認させていただきます）にお送りした場合、送迎減算の対象とはなりません。 

・大雪・大雨等の事由により送迎が遅延、または安全のため早めに送迎を行った場合は

介護支援専門員の作成したサービス利用提供票通りの時間単位を請求させて頂きます。 

・コスモス松川グループ（小規模多機能型コスモスホーム・グループホームコスモス松

川）の職員が送迎する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

サービス提供

体制強化加算

(Ⅱ) 

当該加算の

体制、人材

要件を満た

す場合。 

要支援１ ７２０円 ７２円 １４４円 ２１６円 

要支援２ １，４４０円 １４４円 ２８８円 ４３２円 

介護職員処遇

改善加算Ⅰ 

※令和６年５

月３１日まで 

当該加算の算定要件

を満たす場合 

１月の利用料

金の５．９％ 

左記額の

１割 

左記額の

２割 

左記額の

３割 

介護職員等特

定処遇改善加

算Ⅰ 

※令和６年５

月３１日まで 

当該加算の算定要件

を満たす場合 

１月の利用料

金の１．２％ 

左記額の

１割 

左記額の

２割 

左記額の

３割 

介護職員等ベ

ースアップ等

支援加算 

※令和６年５

月３１日まで 

当該加算の算定要件

を満たす場合 

１月の利用料

金の１．１% 

左記額の

１割 

左記額の

２割 

左記額の

３割 
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（３）総合事業（基準緩和型サービス） 

①松川町 

事業対象者 

地域支援事業費（１日） 

基本利用料 
利用者負担金 

１割 ２割 ３割 

通所型Ａ型 ２，５１０円 ２５１円 ５０２円 ７５３円 

入浴介助加算 ５９０円 ５９円 １１８円 １７７円 

②高森町（定率型） 

事業対象者 

地域支援事業費（１日） 

基本利用料 
利用者負担金（１日） 

１割 ２割 ３割 

通所型サービスＡ 
入浴あり ２，７００円 ２７０円 ５４０円 ８１０円 

入浴なし ２，３００円 ２３０円 ４６０円 ６９０円 

 

（４）その他・介護保険外サービスの料金（介護保険外で実費となります） 

昼食 ８００円 

おやつ １００円 

夕食 ６００円 

早朝加算（利用時間に関わらず朝７時～８時の間を利用した場

合） 

５００円 

短時間利用（２時間未満の利用）  

６０分未満 ５００円 

６０分以上 

１２０分未満 

１０００円 

介護保険外施設利用（半日）（昼食を食べない場合） ２，０００円 

介護保険外施設利用（１日） ３，０００円 

介護保険外入浴サービス費（１時間） １，０００円 

介護保険外入浴サービス費（２時間） １，５００円 

介護保険外買い物同行サービス費（半日） 

※独居・高齢世帯の方が対象で午後のみ 

２，５００円 

紙オムツ １枚２００円 

リハパン １枚１５０円 

厚手尿取りパッド（夜間用）(１枚) １枚１５０円 

尿取りパッド（１枚） １枚１００円 

マスク（１枚） １枚１０円 

キャンセル料（当日キャンセルした場合。ただし、振替を行

う場合、当日の体調不良はキャンセル対象外となります） 

１回８００円 
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入浴用タオルセット 

内訳 バスタオル  １枚６０円（２枚１２０円） 

   ハンドタオル １枚４０円（２枚８０円） 

※入浴時、タオルを持参されていない場合は、必要分を貸

し出し、上記の金額を請求させて頂きます。 

１セット２００円 

 

洗濯代 

※独居の方等で洗濯がご自宅でできない場合 

１回３００円 

荷物預かり料 

※独居・高齢世帯等にて荷物を諸事情にてお預かりする場

合 

１日１００円 

 ※施設のおむつを使用した場合は上記の料金か物々交換でお願い致します。 

 ※介護保険外半日利用時、昼食を食べて帰宅する場合は１日扱いとなり３，０００円

となります。 

  

１１、支払い方法 

 ・上記利用料金の合計を請求書に明細を付して、利用月の翌月１５日までに通知いた

します。 

 ・利用料金の支払いを受けたときは、利用者に領収書を発行します。領収書の再発行

はいたしかねます。大切に保管して下さい。 

 ・医療費控除につきましては、各市町村の窓口に各ご家庭にてお問合せ下さい。 

現金払い サービスを利用した月の翌月末までに、デイサービス利用時

に連絡帳袋に入れていただくか、送迎時に職員にお渡しくだ

さい。また、当施設までお持ちいただくか、ご連絡いただけ

れば自宅への集金も行っています。 

おつりのないようにお願い致します。 

口座引き落とし サービスを利用した月の翌月２０日（祝休日の場合は直後の

平日）に指定の口座から引き落とします。 

八十二銀行、農協(上伊那の農協は不可)のどちらかになりま

す。 

銀行振り込み サービスを利用した月の翌月末までに、当事業所が指定する

下記口座にお振込みください。 

八十二銀行 篠ノ井支店 普通口座 ６９５７８７ 

医療法人コスモス 

振込名は利用者のお名前でお願いいたします。 
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個人情報の取り扱い 

介護・診療情報の提供および個人情報の保護に関するお知らせ 

 

当施設は、利用者の皆様への説明と納得に基づくサービス提供（インフォームド・コンセン

ト）および個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。 

 

介護・診療情報の提供 

◆ ご自身の症状やケアについて質問や不安がおありになる場合は、遠慮なく、直接、管理

者に質問し、説明を受けて下さい。この場合には、特別な手続きは必要ありません。 

 

介護・診療情報の開示 

◆ ご自身の介護・記録の閲覧や謄写をご希望の場合は、遠慮なく、管理者に開示をお申し

出下さい。開示・謄写に必要な実費をいただきますので、ご了承下さい。 

 

個人情報の内容訂正・利用停止 

◆ 個人情報とは、氏名、住所等の特定の個人を識別できる情報を言います。 

◆ 当施設が保有する個人情報（介護記録等）が事実と異なるとお考えになる場合は、内容

の訂正・利用停止を求めることができます。職員にお申し出下さい。調査の上、対応い

たします。 

 

個人情報の利用目的 

◆ 個人情報は以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて利用いたしません。 

◆ サービス提供のために利用する他、施設運営、教育・研修、行政命令の遵守、医療機関・

薬剤師・歯科医・介護・福祉施設との連携等のために、個人情報を利用することがあり

ます。また、外部機関による施設評価、学会や出版物等で個人名が特定されないかたち

で報告することがあります。詳細は別紙に記載します。 

 

ご希望の確認と変更 

◆ 利用予定の変更、介護給付・保険証等に確認等、緊急性を認めた内容について、利用者

ご本人に連絡する場合があります。ただし、事前に受付までお申し出が会った場合は、

連絡いたしません。 

◆ 一度だされたご希望を、いつでも変更することが可能です。お気軽にお申し出下さい。 

 

相談窓口 

◆ ご質問やご相談は、以下の個人情報保護相談窓口をご利用下さい。 

        個人情報保護相談窓口   管理者 西岡 将宏 
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個人情報保護方針 

現在、インターネット等のコンピュータネットワークの高度な発達により、情報が多量に

かつ高速に伝播されるようになり、医療・介護に関連する情報をはじめ、様々な情報が電子

化され有効活用できる環境にあります。しかしながら、多量かつ高速での情報が伝播できる

環境は、そのまま情報リスクの高まりとなり、企業、団体の保有する個人情報の取扱いに関

して、安全でかつ信頼のおける管理が求められることとなりました。 

当施設では、利用者の方の個人情報を適正に取扱うことは、医療・介護サービスに携わる

ものの重大な責務であると考え、個人情報の取扱いに関する適切性の確保を、当施設をはじ

め医療法人コスモス全体の重要課題と捉えて取り組んでおります。 

このような背景に鑑み、個人情報の取扱いについて次のように宣言いたします。 

 

１．個人情報に関する法令・規範の遵守 

  業務上で個人情報の保護に関する法令及び行政機関等が定めた個人情報保護に関する

条例・規範・ガイドライン等を遵守します。 

 

２．個人情報保護施策の強化 

  個人情報が分散した形で蓄積利用される可能性を排除し、適切な個人情報の収集、利用

及び提供が行われる体制整備の向上を図るとともに、個人情報への不正アクセス、紛失、

破壊、改ざん及び漏えいの予防に努め、万一の問題発生時には速やかな是正対策を実施

します。 

 

３．個人情報保護に関する意思統一の徹底 

  個人情報の取扱いに関する規定を明確にし、従事者に周知徹底します。また、取引先等

に対しても適切に個人情報を取扱うよう要請します。 

 

４．個人情報保護活動を継続的に改善・推進 

  自主的に的確な個人情報の保護措置が講じられるよう、個人情報の取扱いに関する内

部規定を定期的に見直し、これを遵守するとともに、職員の教育・研修を徹底し推進致

します。 

 

２０２４年４月１日 

 

医療法人コスモス          理事長  清水 健 

 

コスモス松川デイサービスセンター  管理者  西岡 将宏 
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個人情報の利用目的 

 

コスモス松川デイサービスセンターでは、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の

下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

 〔デイサービス内部での利用目的〕 

  ・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

  ・介護保険事務 

  ・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

   ―利用等の管理 

   ―会計・経理 

   ―事故等の報告 

   ―当該利用者の介護・医療サービスの向上 

 〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

  ・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

   ―利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所

等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

   ―利用者の利用希望のあるその他介護サービス事業所、病院、薬局、歯科医・訪問看

護ステーション等との連携 

   ―家族等への心身の状況説明 

   ―保険者派遣の外部相談員との連携 

  ・介護保険事務のうち 

   ―保健事務の委託 

   ―審査支払機関へのレセプトの提出 

   ―審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

  ・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

【上記以外の利用目的】 

 〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

  ・当施設の管理運営業務のうち 

   ―医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

   ―当施設において行われる学生の実習・ボランティア活動への協力 

   ―当施設において行われる事例研究 

 〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

  ・当施設の管理運営業務のうち 

   ―外部監査機関への情報提供 

   ―第三者評価実施機関への情報提供 
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個人情報に関する確認書、同意書 

 

個人情報に対して、下記の項目について確認・同意いたします。 

１．デイサービス新聞に日頃の様子や行事に個人の写真の掲載させて頂くことに 

同意します     同意しません 

２．書物・作品に氏名をつけて地域の展示会・デイサービスに展示することに 

同意します     同意しません 

３．アンケートにお答えいただいた内容を新聞等に掲載させて頂くことに 

同意します     同意しません 

 

サービス提供開始にあたり、重要事項の説明及び重要事項説明書の交付を受けて、記載事

項全てについてここに同意し、契約を締結します。また、個人情報の使用についても説明を

受け上記の通り個人情報を用いることに同意いたします。 

契約を証明するため、本書２通を作成し、利用者及び事業者の双方が記名の上、それぞれ

１部ずつ保有します。但し介護保険法改定時は再度契約することとなります。 

※事業所及びご利用者様、ご家族様の押印、電話番号の記入は不要とします。 

施行日 令和６年４月１日 

契約締結及び個人情報使用同意日 令和  年  月  日 

【利用者】   氏名               

【利用者住所】 長野県               

上記代理人  氏名          続柄（    ） 

（代筆した場合） 

【家 族】   氏名          続柄（    ） 

 

【事業者】 医療法人コスモス  

コスモス松川デイサービスセンター 

事業所指定番号  長野県２０７２５００８６７号 

   役 職     生活相談員       

説明者 氏名              


